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序章　　弁護士と社労士の連携による紛争予防

具体例

Ｘ社は、顧問弁護士Ａ及び顧問社労士Ｂに対し、働き方改革関連法や同一

労働・同一賃金をめぐる議論、パワハラ防止法（労働施策総合推進法）の中

小企業への適用など、最新の労働法制に対応し労働紛争を予防できるような

規定の整備を相談した。Ａ及びＢは、各々の専門分野の知見を生かして労働

紛争発生を予防するためにどのような活動ができるか。

検討事項

労働事件は突然起こるのではなく、労務管理や就業規則等に問題がある場

合や使用者側の労働法規に関する理解不足などに端を発することが多い。労

働事件がひとたび発生すると労働者・使用者ともに紛争対応に多大な労力を

必要とし、どのような結論になろうとも禍根を残すことは想像に難くない。

労働者保護の観点からも、使用者の経営上のリスク回避の観点からも労働事

件を未然に防止する必要があり、そのためには平時から労働紛争の予防を意

識した対応が必要となる。

企業の平時における労務管理は就業規則の整備や各種申請等の事務代理を

行う社労士が担っているが、いざ紛争が生じた場合に判例等の動向を踏まえ

ない、又は紛争時の対応を意識しない規定整備や手続がなされていた場合に

は紛争が深刻化し企業にとって不測の損害を生じさせる危険性がある。その

ため、平時の労務管理においても紛争予防の見地から弁護士と社労士が連携

することが有効である。また、社労士側にとっても弁護士の知見やリスク評

価が事業主や労務担当者への説明・説得の一助となると思われる。

弁護士の業務でも、例えば労災事件における労災保険給付申請等の本来の

委任事務に附帯して生じる事務手続について社労士の知見を必要とする場合

がある。また、社労士の専門領域である労働社会保険諸法令に関する知見が

労働事件の処理に不可欠となる場合もあり、社労士との連携が求められる機

会は少なくない。

そこで、本章では上記の問題意識に基づき総論として弁護士と社労士の業

務範囲を確認したうえで、相互の協働・連携の必要性や有効性を検討する。

基本情報

1．弁護士と社労士の業務範囲

（1）弁護士の業務範囲

弁護士は法律事務全般を取り扱うことができ（弁護士法 3条 1項）、労働

分野でも社会保障分野を含む法律事務全般を取り扱うことができる。また、

弁護士となる資格を有する者は別途試験を受けることなく社労士として登録

することができる（社労士法 3条 2項）。しかし、一般的には社労士の主た

る業務である社会保険関係や労働保険関係の制度や事務を熟知している弁護

士は必ずしも多くない。

（2）社労士の業務範囲

社労士は労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出代行、労働社

会保険諸法令に基づく申請等の事務代理、労働社会保険諸法令に基づく帳簿

書類の作成、各種助成金などの申請代理、事業における労務管理その他労働

に関する事項や社会保険に関する相談を主な業務としている（社労士法 2条

1項）。また、補佐人として労働社会保険に関する行政訴訟や個別労働関係

紛争に関する訴訟の場面で弁護士とともに裁判所に出頭し陳述することがで

きる（同法 2条の 2第 1項）。さらに、特定社労士の認定を受けている社労

士は一部のADR手続における代理権が認められている。

（3）弁護士業務と社労士業務の対比

平時の場面、すなわち就業規則等の規定整備や労務管理、各種申請代理の

場面では弁護士と社労士が同様の活動を行うことが可能である。しかしなが

ら、すべての弁護士が社会保険や年金分野の知見を有するものではないた

め、当該分野に特化した専門家である社労士がより高い専門性を有するとい

える。実際も平時の労務管理や各種申請代理は主に社労士が担当している。

他方、具体的な紛争が生じた場合には両者の職務範囲に大きな相違があ

る。
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第13章　　従業員の非行による解雇と退職金の扱い

具体例

Ｘ社はホームページ、チラシその他宣材作成を業とする、従業員50人程度

の会社である。下記の場合に、従業員Ａ、Ｂ、Ｃを解雇できるか。解雇を進

めるに当たってどのような事項に注意すべきか。

①　従業員Ａが、業務上の必要性があるとして部下の女性Ｏを無人の研修

施設に呼び出したうえで、Ｏにわいせつ行為を行ったが、ＡはＯの同意

のうえの行為だと主張している。

②　従業員Ｂが、勤務時間外に、マッチングアプリで知り合った女性Ｐを

自宅に招き性行為を行った。Ｐは会社に対して「泥酔させられたうえで

無理やり性行為をされた」と主張している。

③　従業員Ｃが、音楽イベントに参加した際集団で大麻を使用したとして

逮捕・勾留された。この事実は直接の上司と社長をはじめ社内の数人の

みが知っており、報道等もなされていない。

④　上記①～③の事例において、従業員は仮に解雇が有効であるとして

も、退職金の支給は免れないと主張している。

検討事項

まず具体例①～③はいずれも従業員の非行を理由として解雇できるか、言

い換えれば、解雇権濫用に該当するかどうかという問題である。①は業務上

の非行といってよく、逆に②及び③は私生活上の非行の事案である。④は懲

戒解雇時に退職金を不支給とすることが認められるかという問題である。

解雇権濫用の成否について、一般的な基準を見いだすのは非常に困難であ

る。そこで、業務内外の非行について実際の裁判例がどのような事例で、ど

のような要素に着目して判断をしているか検討する。また、③のような事例

について、報道はされておらず、実際に会社の名誉や信用の毀損という結果

は発生していないが、このことをどのように考慮すべきかについても併せて

検討する。

第 13 章 従業員の非行による解雇と退職金の扱い

当事者の主張

基本的には具体例①～③いずれの事案についても、「このような非行をし

た従業員は解雇したい、解雇に値する」という主張が使用者側からなされる

ことになり、従業員側からは逆の主張がなされることになる。

事例ごとにポイントとなる主張は次のとおりである。

まず、①については同意なきわいせつ行為であるとすれば懲戒解雇可能と

なることはほぼ異論がなく、事実認定上の問題として、同意の有無に関する

主張の当否が問題である。

次に、②については、性行為を行ったこと自体に争いがないとして、Ｐが

泥酔していたのか、その酩酊の程度、性行為に対する同意の有無の事実が問

題となり、併せてかかる私生活上の非行を理由に解雇が可能かという点につ

いて労働者側と使用者側の主張が分かれることになる。

③については、事実関係自体については争いがないとして、②同様に私生

活上の非行を理由に解雇が可能かどうかという点が問題となる。

④については、一般に懲戒解雇の場合には就業規則上退職金を支給しない

扱いが通常であるが、実際に不支給が認められるのはどのような場合か、ま

た全額の不支給が認められるのかなどが問題となる。

基本情報

1．使用者は非行による解雇は容易でないとまず意識すべき
解雇権濫用に対する一般論については本書では立ち入らない。実務的には

具体例①～③を区別することなく、「解雇するつもりだがどう手続を進める

べきか」という相談であればまだよいのだが、「当然解雇してもよいね」と

か、さらには「解雇したのだが、不当解雇だと言われている」という形で弁

護士に相談があることが、とりわけ中小企業であれば往々にしてみられると

ころである。

そうして、①②のような性被害、セクハラ事案、あるいはパワハラなど

の事案では使用者側の事実確認の程度が不十分であることもまた頻繁にみ

られ、③のような事実関係に争いのない事例においても「私生活上の非行で

あって慎重な判断を要する」旨の説明をすると、「納得がいかない」という

反応を受けることがよくある。
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第 2章　　外国人等一定の配慮を要する従業員への対応

加えて、上告審における判断対象にはなっていないが、上司たる

室長から性適合手術を受ける時期の明示を求めたり、「男に戻って

はどうか」というような発言を受けたりした事実が認定され、この

点については控訴審も国家賠償請求を認めている。

実務書たる本書の立場から強調しておきたいのは、配慮のあり

方、労働者との協議のあり方、そして時間の経過などの状況の変化

に伴って対応を見直すべき柔軟さという観点である。

最高裁判決は、本件処遇に先立って当該労働者の所属部署の職員

に対して行われた、当該労働者が性同一性障害であることの説明会

において「明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない」と

している。加えて、説明会から「本件判定に至るまでの約 4年10か

月の間に……特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについ

ての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともう

かがわれない」ことも指摘している。なお労働者自身も本件処遇を

即時受け入れられないとまで主張したわけではないようである。

これらの指摘を踏まえると、次のようにいえるのではないか。

①　本件処遇を決めた時点での処遇の根拠に明確性はあったか

経産省が上下 1階を含むトイレ使用を制限した背景には、上記説

明会の際、当該労働者に 1つ上の階のトイレを使用させることの可

否について意見を求めたところ、女性職員の 1人が 1つ上の階のト

イレを使用している旨を述べた点にあるように推測される。全く理

解できないわけではないが、上下 1階の範囲内だと違和感を受ける

職員と出会ってしまう可能性があるからという理由で制限をしてよ

いものであろうか。制限外のトイレでは、そうとは知らないから他

の女性職員は違和感を抱くことがないだけであって、そうと知った

ら違和感を抱くことになりかねないのではないか。そう考えると、

実際は女性ホルモン剤の投与によって「性衝動に基づく性暴力の可

能性は低い」と医師が診断していることを踏まえ、違和感の解消に

努める方が合理的であったのではないか。

②　時限的な意味での本件処遇の曖昧さ

ころの上記トイレ使用禁止措置を正当化できないと利益衡量したとみられる

のである。

具体例⑤イのような更衣室の使用については、実際に下着等の露出を含む

場所であるから、トイレの場合とは直ちに同列には論じられない。専用の礼

拝スペース確保の問題と同様に、場所的・費用的制約が大きい問題でもあ

る。しかし、例えば更衣室の時差利用までも「他の女性従業員の嫌悪感」か

ら直ちに否定するとなると、トイレの使用制限と同じような問題状況とな

る。

いずれにしても、当該従業員と協議しながら、慎重に対応することが今後

要求される。

事案としては、厳密にいうと、経産省がMtF について勤務フロ

ア及び上下 1階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女

性トイレの使用を認める旨の処遇（以下、「本件処遇」という）を

2010（平成22）年 7月に行ったことに対し、2013（平成25）年12月

に労働者側がすべての女性トイレの使用を含め、女性従業員と同等

の処遇を行うこと等を求める行政措置要求を人事院に対して行い、

2015（平成27）年 5月に人事院がいずれの要求も認められないと判

定したことについて、当該判定の取消し等を求めたものである。上

告審はトイレ使用制限にかかる人事院の判定（以下、「本件判定」

という）についてのみ取り上げ、本件判定を裁量権の逸脱として取

り消した第 1審判決を支持したというものである。

第 1審判決や最高裁も2010（平成22）年 7月の本件処遇当初から

かかる制限が不合理であるとしたわけではない。最高裁は、遅くと

も2015（平成27）年 5月の人事院判定時には本件処遇による不利益

を甘受させるような具体的な事情は見当たらないとしている。
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１．労契法19条１号、２号該当性について
２．雇止め法理の適用により、雇止めが無効となる場合について
３．紛争解決の方法
４．雇止めトラブルを防止するための有期労働契約の運用について
５．更新上限の合意の効果について
６．限定正社員制度について
７．社内で運用を徹底することが重要

基本情報

第６章  適切な労働時間管理と労働時間の算定方法
　　　　̶短時間労働者への適用方法
具体例
検討事項

基本情報

１．労働時間管理の原則と例外
２．正しい時間外労働の算定方法
３．短時間労働者への対応方法

１．労働時間管理方法の原則
２．労働時間管理方法の例外
３．勤務形態に応じた適切な労働時間管理
４．変形労働時間制又はフレックスタイム制の
    導入により時間外労働の削減になるのか
５．労基法における用語と社内用語で意味が異なる
    「時間外労働」と「休日労働」
６．テレワークの場合にみなし労働時間制の導入は可能か
７．短時間勤務の正社員の労働時間管理、賃金決定の留意点

第４章  待遇格差解消のための賃金制度変更
１．均衡待遇規制について
２．賃金の不利益変更について
３．各種手当見直しの実務的手法

第７章  定年後の労働条件切下げ

高齢者の能力活用に向けた企業の取組みCOLUMN

COLUMN
COLUMN

COLUMN

労契法旧20条の削除とパート有期法への統合
労契法旧20条に関する最高裁判決と
パート有期法への解釈適用
定年前の６割未満でも不合理とはいえないとされた事例

１．定年制が存在するのはなぜか
２．高年齢者雇用安定法

３．有期雇用と無期雇用̶働き方改革関連法

第17章  ハラスメントの申立てに対する適切な対応
１．職場におけるハラスメント
２．ハラスメント調査に関する留意事項
３．懲戒処分
４．人事異動
５．再発防止策の重要性

弁護士による相談窓口担当者研修の実施をCOLUMN

第18章  労災と企業責任

COLUMN

１．労働災害
２．労災事故における企業責任の内容

３．労災事件への弁護士の関与
テレワークと安全配慮義務

第20章  会社分割・事業譲渡と労働契約

COLUMN

１．会社分割と労働契約の承継̶日本IBM事件最高裁判決
２．事業譲渡と労働契約の承継
３．会社法と労働法の交錯
４．労働契約承継法に係る規則・指針改正の影響

労働契約承継法の現場

第21章  労働審判手続の活用と対応策

COLUMN

１．労働審判制度の概要
２．労働審判の審理
３．労働者側の対応

４．使用者側の対応
労働者側代理人を経験して

第22章  労働委員会の役割
　　　　―不当労働行為を中心に

COLUMN

１．労働委員会
２．労働争議の調整
３．不当労働行為

４．元公益委員からの提言
５．労働者側代理人からのコメント
６．使用者側代理人からのコメント
事項索引

労委による誠実交渉命令と裁量権の範囲

第19章  労災保険制度と企業の災害防止措置
                ̶精神障害事案における検討
１．労災保険制度の概要
２．「業務起因性」判断をめぐる労使の利害関係の対立
３．労災保険給付の請求手順̶精神障害の場合
４．「業務による心理的負荷評価表」を用いた職場環境整備

第10章  休職期間満了時における労使紛争の防止

COLUMN 労働者とのやりとりの記録と健康情報の取扱い

１．休職制度に関する説明内容と規定例
２．休職期間中の処遇に関する説明と案内文例

３．休職期間満了による退職扱いの相当性判断

第11章  懲戒処分の制度設計と発令時の留意点
１．懲戒処分とは
２．懲戒権の限界
３．制度設計の工夫
４．懲戒処分発令時の留意点
５．近時の問題点

第12章  能力不足の従業員への対応と留意点
１．試用期間中の従業員に対する解雇・本採用拒否
２．降格
３．退職勧奨
４．普通解雇

第13章  従業員の非行による解雇と退職金の扱い
１．使用者は非行による解雇は容易でないとまず意識すべき
２．事実認定・調査上の問題点
３．業務上の非行か私生活上の非行かという区別の意識
４．業務上の非行と懲戒解雇
５．私生活上の非行と懲戒処分
６．企業の名誉・信用毀損を重視する傾向とその問題点
７．公務員の懲戒基準より
８．私生活上の非行に関する懲戒処分の裁判例と実際上の考慮要素
９．退職金支給の要否とその程度（具体例④について）
10．各ケースの検討

第８章  人事異動命令に関する近時の留意点
１．人事異動に関する命令（配転命令・担務変更など）とは
２．私生活と仕事の両立の観点による調整
３．職場限定、職種限定の合意について
４．配転命令を発出する際の留意点、配慮すべき要素
５．労働者の経済的不利益を伴わない
    配転命令や業務変更について（事例）

第９章  従業員の傷病・治療と休職制度の運用
１．（私傷病）休職制度とは
２．休職命令を発出する要件
３．休職命令発令時から休職期間中の取扱い
４．私傷病休職からの復職可否判断
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序章　　弁護士と社労士の連携による紛争予防

具体例

Ｘ社は、顧問弁護士Ａ及び顧問社労士Ｂに対し、働き方改革関連法や同一

労働・同一賃金をめぐる議論、パワハラ防止法（労働施策総合推進法）の中

小企業への適用など、最新の労働法制に対応し労働紛争を予防できるような

規定の整備を相談した。Ａ及びＢは、各々の専門分野の知見を生かして労働

紛争発生を予防するためにどのような活動ができるか。

検討事項

労働事件は突然起こるのではなく、労務管理や就業規則等に問題がある場

合や使用者側の労働法規に関する理解不足などに端を発することが多い。労

働事件がひとたび発生すると労働者・使用者ともに紛争対応に多大な労力を

必要とし、どのような結論になろうとも禍根を残すことは想像に難くない。

労働者保護の観点からも、使用者の経営上のリスク回避の観点からも労働事

件を未然に防止する必要があり、そのためには平時から労働紛争の予防を意

識した対応が必要となる。

企業の平時における労務管理は就業規則の整備や各種申請等の事務代理を

行う社労士が担っているが、いざ紛争が生じた場合に判例等の動向を踏まえ

ない、又は紛争時の対応を意識しない規定整備や手続がなされていた場合に

は紛争が深刻化し企業にとって不測の損害を生じさせる危険性がある。その

ため、平時の労務管理においても紛争予防の見地から弁護士と社労士が連携

することが有効である。また、社労士側にとっても弁護士の知見やリスク評

価が事業主や労務担当者への説明・説得の一助となると思われる。

弁護士の業務でも、例えば労災事件における労災保険給付申請等の本来の

委任事務に附帯して生じる事務手続について社労士の知見を必要とする場合

がある。また、社労士の専門領域である労働社会保険諸法令に関する知見が

労働事件の処理に不可欠となる場合もあり、社労士との連携が求められる機

会は少なくない。

そこで、本章では上記の問題意識に基づき総論として弁護士と社労士の業

務範囲を確認したうえで、相互の協働・連携の必要性や有効性を検討する。

基本情報

1．弁護士と社労士の業務範囲

（1）弁護士の業務範囲

弁護士は法律事務全般を取り扱うことができ（弁護士法 3条 1項）、労働

分野でも社会保障分野を含む法律事務全般を取り扱うことができる。また、

弁護士となる資格を有する者は別途試験を受けることなく社労士として登録

することができる（社労士法 3条 2項）。しかし、一般的には社労士の主た

る業務である社会保険関係や労働保険関係の制度や事務を熟知している弁護

士は必ずしも多くない。

（2）社労士の業務範囲

社労士は労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出代行、労働社

会保険諸法令に基づく申請等の事務代理、労働社会保険諸法令に基づく帳簿

書類の作成、各種助成金などの申請代理、事業における労務管理その他労働

に関する事項や社会保険に関する相談を主な業務としている（社労士法 2条

1項）。また、補佐人として労働社会保険に関する行政訴訟や個別労働関係

紛争に関する訴訟の場面で弁護士とともに裁判所に出頭し陳述することがで

きる（同法 2条の 2第 1項）。さらに、特定社労士の認定を受けている社労

士は一部のADR手続における代理権が認められている。

（3）弁護士業務と社労士業務の対比

平時の場面、すなわち就業規則等の規定整備や労務管理、各種申請代理の

場面では弁護士と社労士が同様の活動を行うことが可能である。しかしなが

ら、すべての弁護士が社会保険や年金分野の知見を有するものではないた

め、当該分野に特化した専門家である社労士がより高い専門性を有するとい

える。実際も平時の労務管理や各種申請代理は主に社労士が担当している。

他方、具体的な紛争が生じた場合には両者の職務範囲に大きな相違があ

る。

序    章 弁護士と社労士の連携による紛争予防
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第13章　　従業員の非行による解雇と退職金の扱い

具体例

Ｘ社はホームページ、チラシその他宣材作成を業とする、従業員50人程度

の会社である。下記の場合に、従業員Ａ、Ｂ、Ｃを解雇できるか。解雇を進

めるに当たってどのような事項に注意すべきか。

①　従業員Ａが、業務上の必要性があるとして部下の女性Ｏを無人の研修

施設に呼び出したうえで、Ｏにわいせつ行為を行ったが、ＡはＯの同意

のうえの行為だと主張している。

②　従業員Ｂが、勤務時間外に、マッチングアプリで知り合った女性Ｐを

自宅に招き性行為を行った。Ｐは会社に対して「泥酔させられたうえで

無理やり性行為をされた」と主張している。

③　従業員Ｃが、音楽イベントに参加した際集団で大麻を使用したとして

逮捕・勾留された。この事実は直接の上司と社長をはじめ社内の数人の

みが知っており、報道等もなされていない。

④　上記①～③の事例において、従業員は仮に解雇が有効であるとして

も、退職金の支給は免れないと主張している。

検討事項

まず具体例①～③はいずれも従業員の非行を理由として解雇できるか、言

い換えれば、解雇権濫用に該当するかどうかという問題である。①は業務上

の非行といってよく、逆に②及び③は私生活上の非行の事案である。④は懲

戒解雇時に退職金を不支給とすることが認められるかという問題である。

解雇権濫用の成否について、一般的な基準を見いだすのは非常に困難であ

る。そこで、業務内外の非行について実際の裁判例がどのような事例で、ど

のような要素に着目して判断をしているか検討する。また、③のような事例

について、報道はされておらず、実際に会社の名誉や信用の毀損という結果

は発生していないが、このことをどのように考慮すべきかについても併せて

検討する。

第 13 章 従業員の非行による解雇と退職金の扱い

当事者の主張

基本的には具体例①～③いずれの事案についても、「このような非行をし

た従業員は解雇したい、解雇に値する」という主張が使用者側からなされる

ことになり、従業員側からは逆の主張がなされることになる。

事例ごとにポイントとなる主張は次のとおりである。

まず、①については同意なきわいせつ行為であるとすれば懲戒解雇可能と

なることはほぼ異論がなく、事実認定上の問題として、同意の有無に関する

主張の当否が問題である。

次に、②については、性行為を行ったこと自体に争いがないとして、Ｐが

泥酔していたのか、その酩酊の程度、性行為に対する同意の有無の事実が問

題となり、併せてかかる私生活上の非行を理由に解雇が可能かという点につ

いて労働者側と使用者側の主張が分かれることになる。

③については、事実関係自体については争いがないとして、②同様に私生

活上の非行を理由に解雇が可能かどうかという点が問題となる。

④については、一般に懲戒解雇の場合には就業規則上退職金を支給しない

扱いが通常であるが、実際に不支給が認められるのはどのような場合か、ま

た全額の不支給が認められるのかなどが問題となる。

基本情報

1．使用者は非行による解雇は容易でないとまず意識すべき
解雇権濫用に対する一般論については本書では立ち入らない。実務的には

具体例①～③を区別することなく、「解雇するつもりだがどう手続を進める

べきか」という相談であればまだよいのだが、「当然解雇してもよいね」と

か、さらには「解雇したのだが、不当解雇だと言われている」という形で弁

護士に相談があることが、とりわけ中小企業であれば往々にしてみられると

ころである。

そうして、①②のような性被害、セクハラ事案、あるいはパワハラなど

の事案では使用者側の事実確認の程度が不十分であることもまた頻繁にみ

られ、③のような事実関係に争いのない事例においても「私生活上の非行で

あって慎重な判断を要する」旨の説明をすると、「納得がいかない」という

反応を受けることがよくある。
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第 2章　　外国人等一定の配慮を要する従業員への対応

加えて、上告審における判断対象にはなっていないが、上司たる

室長から性適合手術を受ける時期の明示を求めたり、「男に戻って

はどうか」というような発言を受けたりした事実が認定され、この

点については控訴審も国家賠償請求を認めている。

実務書たる本書の立場から強調しておきたいのは、配慮のあり

方、労働者との協議のあり方、そして時間の経過などの状況の変化

に伴って対応を見直すべき柔軟さという観点である。

最高裁判決は、本件処遇に先立って当該労働者の所属部署の職員

に対して行われた、当該労働者が性同一性障害であることの説明会

において「明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない」と

している。加えて、説明会から「本件判定に至るまでの約 4年10か

月の間に……特段の配慮をすべき他の職員が存在するか否かについ

ての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたこともう

かがわれない」ことも指摘している。なお労働者自身も本件処遇を

即時受け入れられないとまで主張したわけではないようである。

これらの指摘を踏まえると、次のようにいえるのではないか。

①　本件処遇を決めた時点での処遇の根拠に明確性はあったか

経産省が上下 1階を含むトイレ使用を制限した背景には、上記説

明会の際、当該労働者に 1つ上の階のトイレを使用させることの可

否について意見を求めたところ、女性職員の 1人が 1つ上の階のト

イレを使用している旨を述べた点にあるように推測される。全く理

解できないわけではないが、上下 1階の範囲内だと違和感を受ける

職員と出会ってしまう可能性があるからという理由で制限をしてよ

いものであろうか。制限外のトイレでは、そうとは知らないから他

の女性職員は違和感を抱くことがないだけであって、そうと知った

ら違和感を抱くことになりかねないのではないか。そう考えると、

実際は女性ホルモン剤の投与によって「性衝動に基づく性暴力の可

能性は低い」と医師が診断していることを踏まえ、違和感の解消に

努める方が合理的であったのではないか。

②　時限的な意味での本件処遇の曖昧さ

ころの上記トイレ使用禁止措置を正当化できないと利益衡量したとみられる

のである。

具体例⑤イのような更衣室の使用については、実際に下着等の露出を含む

場所であるから、トイレの場合とは直ちに同列には論じられない。専用の礼

拝スペース確保の問題と同様に、場所的・費用的制約が大きい問題でもあ

る。しかし、例えば更衣室の時差利用までも「他の女性従業員の嫌悪感」か

ら直ちに否定するとなると、トイレの使用制限と同じような問題状況とな

る。

いずれにしても、当該従業員と協議しながら、慎重に対応することが今後

要求される。

事案としては、厳密にいうと、経産省がMtF について勤務フロ

ア及び上下 1階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女

性トイレの使用を認める旨の処遇（以下、「本件処遇」という）を

2010（平成22）年 7月に行ったことに対し、2013（平成25）年12月

に労働者側がすべての女性トイレの使用を含め、女性従業員と同等

の処遇を行うこと等を求める行政措置要求を人事院に対して行い、

2015（平成27）年 5月に人事院がいずれの要求も認められないと判

定したことについて、当該判定の取消し等を求めたものである。上

告審はトイレ使用制限にかかる人事院の判定（以下、「本件判定」

という）についてのみ取り上げ、本件判定を裁量権の逸脱として取

り消した第 1審判決を支持したというものである。

第 1審判決や最高裁も2010（平成22）年 7月の本件処遇当初から

かかる制限が不合理であるとしたわけではない。最高裁は、遅くと

も2015（平成27）年 5月の人事院判定時には本件処遇による不利益

を甘受させるような具体的な事情は見当たらないとしている。

経産省事件最高裁判決（最判令和 5年 7月11日労判1297号
68頁〔28311980〕）

COLUMN ■宛先
〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社
　  FAX.0120 302 640

書店印

この申込書は、ハガキに貼るか、

ください。

  

このままFAXで下記宛お送り

キ　リ　ト　リ　線

□公用
□私用

　　　　　 　―　　　　　　　 ―　 　　　　　ＴＥＬ

@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

事務所名

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたし
ます。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを    で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、
弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきまし
ては、お問合せフォーム かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120 203 696　　FAX.0120 202 974

お客様の個人情報の
取扱いについて

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用
いただけません。

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)

部

書　　　　名 価格 部数


